
令和８年度 総合研修受講生募集要領（三次募集）

この研修は、北海道内（以下、道内）の漁業後継者や道内で漁業を志す人たちを対象に、

漁業に必要な知識及び技術の習得を目的とする研修です。

研修期間 講義 技能実習 資格取得のための講習

令和８年 栽培漁業 ロープワーク 一級小型船舶操縦士

5月上旬～ 漁家経営 漁労作業 第二級海上特殊無線技士

１０月下旬 資源管理 漁具制作 丙種･乙種第４類危険物取扱者

水産生物 水産加工 潜水士

前期 ５月～７月 海洋気象 潜水 フォークリフト

後期 ８月～10月 漁業制度 操船 玉掛け
漁船機器 など 小型移動式クレーン

など 食品衛生責任者

揚貨装置

（１）前期と後期研修の間に、自家での研修（約１ヶ月）があります。

（２）視聴覚や身体の障害程度により、資格取得の受講ができないことがあります。

（３）研修期間については、カリキュラムの編成によって終了が 11 月上旬となる場合があり

ます。

（４）資格取得のための講習には、最低実施人数を設けられているものもあり、中止となる場

合があります。

（１） 募集定員

定員５０名の範囲内です。

（２）募集方法及び応募資格

募集は、三次募集にて行います。

すでに、一次募集及び二次募集は終了しています。

区 分 応募資格（次の各号のすべてに該当する者）
三次募集 ⑴ 道内の漁業協同組合⾧が推薦する者

または

本総合研修修了後、道内で漁業に就業する意思を有する者

⑵ 平成２０年４月１日以前に生まれた者



受講希望者は、下記の書類にて期日までに北海道立漁業研修所にお申込みください。

（１）三次募集

応募受付期間 出 願 書 類

令和７年（２０２５年） 研修受講申込書 別記第１号様式

１２月２２日（月） 身上調書 別記第２号様式
～ 推薦書（道内の漁業 別記第３号様式

令和８年（２０２６年） 協同組合のもの）

２月１３日（金） または志望理由書 別記第４号様式

必着 【在学中の者】 卒業高校（卒業見込を含む）又は卒業

個人調査書（進学用）中学校（中卒又は高校中退者）が発行

又は卒業見込証明書 するもの

【既卒者】 既卒者のみ
卒業証明書 高等学校等の卒業証書の写しをこれに代える

ことができます

（２）申込先

出願書類一式を、以下まで提出願います。

〒 041-1404

茅部郡鹿部町本別５４０番地１９８ 北海道立漁業研修所

（３）出願に関する注意事項

（ア）すでに終了している一次・二次募集の志願者は、今回の三次募集との併願が可能で

す。（この場合、研修受講申込書のみを再提出）

（イ）三次募集について、漁業後継者や漁業就業先が決まっている者は推薦書を提出願い

ます。

それ以外の者は志望理由書を提出願います。

推薦書を提出した場合、志望理由書の提出は不要です。

（ウ）提出された出願書類は返還しません。

（エ）在学中の者は個人調査書又は卒業見込証明書を、既卒者は卒業証明書を提出願いま

す。

（オ）出願書類に不備がある場合は、受理しないことがあります。

申込者に対し、次により選考試験を行います。選考の詳細は、申込者に別途通知します。

（１）三次募集選考試験

（ア）実施日 令和８年（2026年）２月２６日（木）

（イ）場 所 北海道庁本庁舎１０階 水産林務部１号会議室（札幌市）

（ウ）試験内容 ①学科試験 国語、数学、作文

②面接試験



（１）三次募集選考試験

（ア）合格発表 令和８年（2026年）３月６日（月）までに発表予定です。

（イ）発表方法 当研修所ホームページにて、合格者の受験番号を掲載するととも

に、合格者には関係先を通じて、または直接本人に文書で通知します。

次の経費として、概ね６５万円が必要となります。納入方法については、合格者に別途通

知します。なお、所定の経費を指定した期日までに納付しなければ研修を受講することはで

きません。

（１）研修受講料

日額８２０円で研修日数に応じた額を納付していただきます。

（２）宿泊施設使用料
月額４，５３０円を、１月に満たない期間は日額１９０円で計算した額を納付して

いただきます。

（３）研修経費（上記（１）、（２）のほか、次の経費が必要となります。）

（ア）食費、水道光熱費、寝具等のクリーニングに要した経費

（イ）制服代、教材諸経費及び資格の取得に要する経費

※ なお、市町村民税が非課税となっている世帯に属する者等については、（１）研修受講

料の減免措置があります（１／２）。

※ また、受講費用を主として負担する者が大規模な災害（知事の定めるものに限る。）

により被害を受けた者である場合は、（１）研修受講料及び（２）宿泊施設使用料の免

除措置があります。詳しくは、当研修所へお問い合わせください。

（１）当研修所の概要は、ホームページ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/gkj/index.html

でご覧いただけます。また、研修・募集に関することについては、当研修所に、お気軽

にお問い合わせください。

（２）漁業への就業に向け、研修を受ける者（漁家子弟以外の者）に対し資金が交付される

奨学事業があります。給付には各種要件がありますので、詳しくは当研修所へお問い合

わせください。

《問い合わせ先》

〒 041-1404 茅部郡鹿部町本別５４０番地１９８

北海道立漁業研修所 総務研修課

電話番号 ０１３７２－７－５１１１

ファックス ０１３７２－７－３０４２


